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第1章　はじめに

　本稿では、韓国法制処1）（以下「法制処」という）が提供している韓
国法情報システム（Korea’s Law Information Systems）についての調査
結果を報告している。本報告によって、韓国法情報システムの機能的側
面からの全体像を明らかにする。本章では、本調査の目的、方法、項目
について順に各節で示す。

韓国における立法支援
システムの調査報告

研究報告



法政論集　244号（2012）

〈36〉　韓国における立法支援システムの調査報告（角田・齋藤・関根）

第1節　調査目的

　本調査は、機能的な観点から韓国法情報システムの全体像を明らかに
することを目的とする。特に、筆者らが進めているe-Legislationの研究
の一環として2）、立法支援システムの国際的な動向を調査する中で、韓
国における調査結果として報告するものである。したがって、韓国法情
報システムの位置づけや制度的な概要も簡単に記すが、主要な問題関心
は、筆者らが今後提供するe-Legislationのための支援システムの開発時
に参考となるような情報を収集し、整理することにある。なお、内部的
な実現方式の調査よりも、むしろ、現実に導入した際のユースケースや
要求仕様の検討に役立つことが当面の課題であるため、外部仕様の調査
に重点を置き、そのために、実際の利用者からのヒアリングも重視して
いる。

第2節　調査方法

　現地調査及び招聘により、主要な関係者からのヒアリング、資料提
供、プレゼンテーション、及びデモンストレーションによって、調査を
進めた。なお、提供された資料も分析して本報告に反映している。

［主な行事］
・ 2010年10月18日　法制処にて、予備的な現地調査実施。プレゼ
ンテーションのみ。

・ 2011年11月24日　法制処にて、現地調査実施。プレゼンテー
ション、デモンストレーション、ヒアリング。

・ 2012年2月17日　名古屋大学大学院法学研究科にて、法制処法
令解釈情報局行政法令解釈課の李東禧課長招聘による調査実施。
プレゼンテーション、ヒアリング。

［提供を受けた資料］
・一般パンフレット（英語）
　「Law Information Service」
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　2011年の現地調査時に法制処より提供された資料である。
・訪問時のプレゼンテーション資料（英語）
　「Introduction to Korea’s Law Information Systems」
　2011年の現地調査時に法制処より提供された資料である。
・Seung-Jin Hong氏の論文（英語）
　「Informatization of Legislation by the Korean Government:

Current Status and Prospect」3）

元法制処広報担当官・国際協力担当官のHong氏が2010年10
月18日に韓国（ソウル）で行われた国際会議“e-Legislation, 
Bilingual KWICs and Beyond in Korea, Japan and Taiwan”におい
て発表したものである。

・法制執務マニュアル（ハングル）
　『法令立案審査基準（以下「立案審査基準」という）』4）

法制処によって2010年に発行された書籍で、2012年に法令解釈
情報局行政法令解釈課の李東禧課長を招聘した際に提供されたも
のである。

・招聘時のプレゼンテーション資料（日本語）
　「国家立法支援システムの紹介」

2012年に法令解釈情報局行政法令解釈課の李東禧課長を招聘し
た際、プレゼンテーションに使用された資料である（非公開）。
李氏によれば、この資料の基になっているのは、法制処の法令情
報センター長Chan-hee Cho氏によるプレゼンテーション資料と
のことである。

第3節　調査項目

　本節では、本調査で実施された調査項目の概要を示す。これらについ
ての調査結果は第2章で報告する。調査項目を大きく分類すると、韓国
法情報システムについて、◯1概要、◯2導入経緯、◯3機能の詳細、である。
これらを順に説明する。

◯1概要
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韓国法情報システムについて、その目的とともに、利用規模、全体
構成、主要機能などの概観的な仕様について調査するものである。
この調査項目によって全体把握を目指した。

◯2導入経緯
韓国法情報システムを導入することになった背景的な事情や経緯に
ついて調査するものである。これによって、e-Legislationシステム
導入のための環境的な条件のヒントを得られるものと考えている。
すなわち、日本においても、このようなシステムを導入する際に、
考慮すべき事情を洗い出すために貢献できる調査である。必ずしも
日本と韓国では背景事情が同じとは限らないので、機能的に優れて
いるからと言って、直ちに類似のシステムの導入が可能な訳ではな
く、その検討が必要であり、そのための調査項目である。

◯3機能の詳細
韓国法情報システムの主要機能について、ユーザの利用局面のフ
ロー、全体構成、機能概要について調査するものである。これらを
調査することによって、e-Legislationシステム設計時の外部仕様を
検討するための素材を提供することを目的としている。

第2章　調査結果

第1節　韓国法情報システムの概要

　韓国法情報システムとは、国家立法支援システム（National 
Legislation Support Center）と韓国法令情報提供システム（Korea Law 
Service Center）の2つのシステムの総称である（図1）。韓国法情報シ
ステムの本格的な利用開始は2009年である。
　国家立法支援システムとは、各省庁の法令起案から法制処での審査、
閣議審議及び国会審議、法令の公布までの政府立法について、そのすべ
ての過程を電子的に管理することを目的とした、立法の総合管理システ
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ムである（図2）。
　この立法過程の状況は、すべてインターネットを通じて国民に情報開
示されている。さらに、地方自治体の職員をはじめとする国民すべてが、
専用の「立法エディタ」と呼ばれるフリーソフトウェアをダウンロード
して法令案を記述する際に利用することが可能である。また、法制執務

図1　韓国法情報システム

図2　国家立法支援システム概要図
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のトレーニング・プログラムもWeb上で提供されている。
　国家立法支援システムの主要機能は次の通りである。各機能の詳細は
第3節にて紹介する。

・法令案起案機能（法令案情報カード機能）
・法令案管理機能（立法予告機能）
・立法エディタ機能
・省庁協議結果登録機能
・審査依頼機能

　一方、韓国法令情報提供システムは、国家立法支援システムにより立
法された電子的な法令と関連情報を広く国民に提供するシステムであ
り、その主要な機能は次の通りである。

・判例情報参照機能
・新旧対照表による改正内容表示機能
・ダウンロード機能
・他法令へのリンク機能

第2節　導入の経緯

　韓国の法体系は、憲法、法律、大統領令、府省令、行政規則の5つの
カテゴリより構成されている。これらのカテゴリの中には、韓国におい
ても、日本同様に多くの法令が存在し、それらが頻繁に改正されている。
2010年8月には、韓国の法令は憲法と1,255の法律、1,703の大統領令、
71の総理府令、1,411の省令の合計4,441法令によって構成されている5）。
1980年時点では法令数は3,013法令であったため、1980年から2010年
の30年間に約47％増加したことになる。また、毎年、全法令の30％か
ら40％が改正されている。このような立法の状況に対応する必要性か
ら韓国法情報システムのような電子化が推進される土壌は既に存在して
いたと言える。
　Hong氏の報告6）によると、韓国において、立法過程の電子化が必要
とされた主な理由として以下の4点が挙げられている。
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①立法過程の改善の必要性
韓国においても、社会が複雑化、多様化するにつれて法によって規
制される物事も増えてきた。また、国民の法や権利に対する意識の
高まりに合わせて、法令の数が急速に増え、法がカバーする範囲も
拡大している。そのため、立法には複雑な手続きによって長い期間
を要し、実際の公布までに最低でも6ヶ月、長い場合には1年以上
かかることもある。さらに、韓国の立法過程には様々な政府機関や
国会の役割が複雑に入り組んでいる。かつてはそれぞれの立法作業
の担当者は一貫した基準なしに独自の手法でそれぞれの作業を行っ
ていた。各部署の職員は90年代の初頭からパソコンやワープロを
使い始めていたが、それぞれの作業の連携がとれていなかったため、
立法に必要な時間は長くなり、急速に変化する社会への迅速な対応
は困難であった。その結果、政府機能の全体的な非効率性に関して、
多くの問題が提起された。そこで、立法過程の電子化は複雑で非効
率的な立法過程を効率化する手立てとして期待されたのである。

②法情報へのアクセス改善の必要性
国民には法の内容を知る必要があるにも関わらず、韓国において、
法は、1998年に無償でデータベースが公開されるまでの長い間、
法律書を持つ限られた専門家だけものであった。法律書は高価な上、
毎月のように更新されるため、すべての改正を即座に反映させるこ
とは困難であった。そのような背景の下、社会の情報化につれて、
法令についてもオンライン公開の要求が起こるようになった。そし
て、法情報の電子化が進めば、国民は立法、改正、廃止の過程やそ
の理由を知ることができ、裁判所の判決、行政審判や法律の詳細や
解釈についての情報なども入手できるようになる。さらに、国民は
これらの法情報をタイムリーに無償で入手できるように改善する必
要もある。

③実務担当者の専門性の欠如を補う必要性
韓国において中央行政機関や地方政府の法制執務を担当する職員
は、定期的な配置転換があるため、一つの部署に留まることができ
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ず、通常は2～3年ごとに配置が切り替えられる。このため、伝統
的な慣行に従って法令案を作成しなければならない実務担当者の多
くは、法制執務の専門的知識がなく、法令案、改正文、または新旧
対照表を作成する際に、ミスをすることが多かった。このように経
験が浅く、専門的な知識のない実務担当者のためにも、立法支援シ
ステムが必要であった。

④立法過程の透明化の必要性
本来、法令を作るプロセスは、規定文を書くことだけでなく、関係
者間の紛争を解決し、社会を統合するためにも機能すべきである。
例えば、立法過程の情報の開示は、法令の内容と手続きに正当性を
与えることになるであろうし、人々が政治に参加する機会や法律が
安全な形で有効化される機会も生むであろう。しかしながら、韓国
では立法予告の情報は官報でのみ公開されていて、僅かな法令のみ
インターネットで公開されているに過ぎなかった。そこで、立法過
程での組織的な情報の管理と保全において透明性の確保が必要であ
るという要求が高まったのである。

　以上のような理由により、韓国では総合的な法情報システムが必要と
されるようになった。この要求に応える形で、まず1992年に政府内で
法令データベースが公開され、1992年から1998年にかけて韓国法制研
究院7）より一般に向けて有料で公開された。1998年8月からは総合法令
情報センター（the Synthesized Legal Information Center）8）という名称の
Webサイトが開設され、一般に向けて無償で公開された。これが今日の
韓国法令情報提供システムにつながっている。
　一方、国家立法支援システムのプロジェクトは2005年に法制処に
よって開始された。このプロジェクトは4つの段階で進められた。2006
年12月から2007年6月までに行われた第1段階では、主に法令案の
レビュー機能や全体的な情報管理機能を持つシステムが開発された。
2007年10月から2008年4月までに行われた第2段階では、このシステ
ムが全省庁で利用されるために拡張され、担当者向けの研修も行われ
た。2008年6月から2008年12月までに行われた第3段階では、法令案
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の立法状況を確認できるようになり、法令の改正及び廃止は「立法手続
きポータル」と呼ばれるWeb上のシステムを通じて管理されるように
なった。また、この期間には、重要度の高い一部の行政規則などが韓国
法令情報提供システムに登録されたため、このような行政規則の法令案
も国家立法支援システムによって管理されるようになった。2009年の3
月から2009年の11月までに行われた第4段階では、法制処は「立法教
育ポータル」と呼ばれるWeb上のシステムにて、保持されているほと
んどの法律知識と教材の提供を開始した。これにより、国家立法支援シ
ステムの開発プロジェクトは完了した。

第3節　国家立法支援システムの詳細

　本節では、韓国法情報システムのうち、特に国家立法支援システムを
対象に、各機能及びその画面について詳細に説明する。国家立法支援シ
ステムに着目する理由は、そこで提供される諸機能が、筆者らが開発中
の当面のe-Legislationのためのシステムと機能的に重なる部分があるか
らである。
　国家立法支援システムの特徴は、省庁の職員による法令起案（主に改
正）の自動化・標準化を目的とした立法エディタを提供していること
と法令文書の作業フローとその履歴を管理することができることである
（図3）。なお、法令文書の作業フローとは、法令案作成、省庁協議、立
法予告、規制審査、審査依頼などの作業の流れを指す。また、法令立案
過程の情報管理だけではなく、行政規則（告示・通達類）の登録やその
整備についても、国家立法支援システムによる一元管理が可能となって
いる。
　本節では、国家立法支援システムの詳細機能を図3に示されている利
用フローに沿って順に示す。なお、以降では、システムの画面例の図は
ハングル部分を翻訳する必要性から、実画面ではなく、対応する日本語
イメージを作成して提示されている。

◯1システムにアクセス
国家立法支援システムは、政府内WANでの利用に限られており、
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Webブラウザを用いてそのWebサイト9）にアクセスすることで利
用を開始する。このサイトのトップページからは、ログイン、立法
エディタのダウンロード、立案情報入手、動画によるヘルプ及び動
画による実習教材利用等の機能が利用可能である。

◯2ユーザ登録
初めての利用の際にユーザは、ID及びパスワードの発行申請を行
わなければならない。その際には氏名、所属機関、メールアドレス、
ID、パスワード等の必要事項を入力の上、利用者登録を行う。ID
はすぐに発行され、登録時のメールアドレスに登録完了通知のメー
ルが届く。

◯3立法エディタのインストール
国家立法支援システムのトップページから立法エディタをダウン
ロードし、利用者のパソコンにインストールしておくことが可能で

図3　国家立法支援システムの利用フロー
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ある。なお、ユーザ未登録の状態でもダウンロード及びインストー
ルを行うことが可能である。

◯4ログイン
登録済の IDにてログインをすると、ログイン後のトップページが
表示される（図4）。このトップページ内にあるメインメニューには、
次の4項目がある。

・法令立案
　法令案の起草、法令案を編集する。
・法令審査後管理
　審査完了の法令案を検索、照会する。
・立法計画
　政府立法計画を照会する。
・行政規則登録

図4　ログイン後トップページ



法政論集　244号（2012）

〈46〉　韓国における立法支援システムの調査報告（角田・齋藤・関根）

　各省庁で発令した行政規則を登録する。

◯5法令起案のメニュー選択
メインメニューの「法令立案」をクリックすると、現在起案中の法
令案の一覧が表示される（図5）。この一覧には、法令名、改正や
新規制定などの種別、作業ステータス、所管省庁名、担当者及び更
新年月日が表示されている。これにより、どの省庁でどのような法
令が起案されているのかを確認することができる。新たに起案する
際には、この一覧画面の下部にある「法令情報カード作成」10）のボ
タンをクリックし、本件法令案の必要情報を入力するための画面を
立ち上げる。

◯6法令情報カードの作成
立案の際には、必ずこの法令情報カードを画面より作成し、これか

図5　法令案一覧画面
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ら行う立法に関する情報を入力する。この法令情報カードには以下
の情報を入力する（図6）。

・立法形式（新規制定・一部改正・全部改正・廃止・失効から選択）
・法令名
・予算化の必要性（ラジオボタンにより選択）
・わかりやすい法令対象（該当するか確認）11）

・法整備対象法令（該当するか確認）12）

・立法理由
・主な内容
・所管省庁
・法令情報カードの公開 /非公開の選択 13）

・備考

図6　法令情報カード
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◯7法令案の起案
法令案起案のための管理画面（図7）では、先ほどの法令情報カー
ドの記載に基づく情報が表示され、立法エディタの起動ボタンも表
示される。また、この画面から、法令案や理由書などの関連ファイ
ルをアップロードすることも可能である。立法エディタでの編集を
完了したら、「オンライン報告」ボタンをクリックして、法令案を
省内の審査に提出する。この省内の審査は、政府が別に用意してい
るオンラインによる承認システムにて処理される。承認後、「法令
案確定」ボタンにて内容を確定すると、「審査依頼」ボタンがクリッ
ク可能状態になり、法制処へ審査依頼を行うことが可能となる。

◯8法令案の編集
法令案起案画面において、「立法エディタ」ボタンをクリックする
と、インストールされている立法エディタが立ち上がり、立法エ

図7　法令案起案管理画面
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ディタのメイン画面が表示される（図10）。この立法エディタに
よって、実際に新規の法令案を書き込んだり、改正案を書き込んだ
りすることができる。詳細は次節を参照のこと。

◯9立法手続き情報の登録
立法エディタにて法令案の編集を行った後、立法手続き情報を登録
する（図8）。この画面より省庁での協議結果のファイルをアップ
ロードし、立法予告情報を登録する。さらに、規制審査などの情報
登録を行う。

◯10法令案の確定
法令案の内容が確定したら、図7の法令案起案管理画面において、
「法令案確定」ボタンをクリックする。すると、「審査依頼」のボタ
ンがクリック可能状態となり、これがクリックされると法制処に対

図8　立法手続情報登録画面
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して審査依頼情報を登録するための審査依頼情報登録画面に切り替
わる（図9）。

◯11審査依頼情報の登録保存
審査依頼情報登録画面に切り替わると、各省庁の担当者は法制処に
対して法令案及び関連資料を提出し、法令の審査を依頼することが
できる（図9）。この際、省庁等で協議の結果、法令案の修正が行
われた場合、それらの法令案すべての修正履歴が登録される。この
審査依頼についても、インターネットを通じて国民が審査状況やそ
の立案過程がどのように進んでいるのかをリアルタイムで確認する
ことができる。

図9　審査依頼情報登録画面
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◯12法令審査依頼（法制処）
法制処は法令審査依頼を受けると審査を開始する。形式的な確認に
ついては、既にシステムよってチェックされているため、内容的な
審査を行う。例えば、憲法をはじめとする法令違反をしていないか
どうか等の審査を行う。審査が終了したら審査結果書を発行する。
その審査結果書もこの法令審査依頼画面に資料として添付される。

　こうして国家立法支援システムを用いた一連の作業フローを経て、こ
の法令案は閣議で検討される。その後、国会へ提出されれば、国会審議
を経たのち、公布される点は日本と同じである。韓国では、さらに、国
家立法支援システムにて公布の手続きが行われると同時に韓国法令情報
提供システムにもデータが受け渡され、現行法令として公開される。な
お、公開されている法令情報からは、裁判所の判例システムの判例情報
も参照可能になっている 14）。このように法令自体が提供されているだけ
でなく、立法過程の情報や判例情報も連動して提供されている。韓国法
令情報システムと立法過程との連動を示す特徴的な機能の例として、国
家立法支援システムでの編集情報を参照することにより、韓国法令情報
提供システムにおいても新旧対照表による改正内容表示が可能となって
いる。
　最後に、国家立法支援システムにおける法令データのシステム内部で
の形式について付言しておく。このシステムにおける法令データは利便
性を図るため、すべての法令データが韓国語ワープロソフトの「アレア
ハングル」のデータ形式、Word形式、あるいはPDF形式でダウンロー
ドできるようになっている。このようにして提供される国家立法支援シ
ステムの法令データは、内部ではXML15）により構造化されている。「ア
レアハングル」のデータ形式のファイルからXMLへの自動変換の機能
を実装する際の制約により、XML構造としては入れ子階層の浅いシン
プルな構造になっている。通常の文章に喩えると、章、節、小節、小小
節……と続く階層が浅い、ということに相当する。このような単純化が
可能となったのは、立案審査基準における法令案執筆のルールには、国
家立法支援システム使用の利便性向上を優先するような内容が既に盛り
込まれているためである。
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第4節　立法エディタの詳細

　本節では、前節の「◯8法令案の編集」にて紹介した立法エディタにつ
いて詳細に示す。以下に、立法エディタのメイン画面、立法エディタに
よる新規制定・全部改正時の条文編集画面及び一部改正時の条文編集画
面について、それぞれの利用局面を順に示す。

（1）立法エディタのメイン画面
　立法エディタのメイン画面では、法令案のひな形が表示される（図
10）。図では省略されているが、実際のひな形の中では改正理由、法令
番号、公布日、施行日等の部分が空欄となって表示される。この法令案
のひな形は、法令の種類、新規制定、改正の種別により自動的に最適な

図10　立法エディタメイン画面



研究報告　〈53〉

ものが読み込まれる。さらに、条文編集結果による一部改正法令案や新
旧対照表がこの法令案に自動的に付与される。

（2）立法エディタによる条文編集（新規制定・全部改正）
　立法エディタのメイン画面の「条文編集」ボタンをクリックすると、
編集エリアが表示され、このエリアに新規条文を入力する。この編集
部分には、直接のテキスト入力の他、韓国語ワープロソフトの「アレア
ハングル」で使用されている形式のファイルを読み込ませることも可能
である。入力後に、条番号が正しく入力されているか、立案審査基準に
従った形式や法令用語で記述されているか、わかりやすい表現になって
いるか等の確認と校正を行う。もし、不適切な記述をシステムが検出し
た場合には、その部分がエラーである旨表示される。さらに、タブを切
り替えることにより、附則の編集画面や別表の編集画面へと切り替える

図11　立法エディタ条文編集画面（新規制定・全部改正）
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ことも可能となっている（図11）。

（3）立法エディタによる条文編集（一部改正）
　一部改正を行う場合には、新規制定や全部改正の場合とは異なり、ま
ず、現行法令が読み出され、新旧を比較しながら編集可能な条文編集画
面が立ち上がる（図12）。法制執務業務のほとんどがこの一部改正の作
業であり、一番よく利用される画面である。この一部改正の画面では、
左側に現行法令、右側に同内容を表示した編集エリアが表示され、その
編集エリアにおいて条、項、号の単位で編集を進める。
　この編集エリア上で、規定内容を直接書き換え、「改正規定生成」ボ
タンをクリックすると、右側の画面が切り替わり、「第○条中、「A」を
「B」に改める。」のような改正規定が自動生成されて、表示される。なお、
技術的には、このような編集した箇所を特定して改正規定を自動生成す
る機能は、日本の法制執務支援システムにも見られる機能だが、韓国の
場合は、ハングル文法により既に文章がスペースによって単語単位で分
けられていることから、「A」を「B」に改めた箇所を機械的に特定する
ことが容易である。このような点で、開発コストやアルゴリズムの複雑
化を抑えることができている。
　また、編集エリアにおいて削除を行う場合には、対象となる箇所にカー
ソルを合わせ、「削除」ボタンをクリックすることにより、削除の状態
に改めることができる 16）。同様に全部改正の場合も対象箇所にカーソル
を合わせた上で、「全部改正」ボタンをクリックすることにより、改正
規定が自動生成されて、表示される。この時、自動的に、全部改正が行
われた旨の情報が規定文末に付加される。次の例のような形式で書き込
まれる。

［全部改正　2010.12.31］
　なお、韓国の法令執筆のルールは、日本のルールと基本的に同じであ
るが、電子的な処理を念頭に置いたルール化も加えられており、これら
のルールは立案審査基準に規定されている。例えば、法令番号には、か
ぎかっこ（「」）を付与することを規定して、その後の自動リンク機能と
連動させたり、別表は全部改正方式を採るよう規定して、改正規定の自
動生成機能の実装を容易にさせたりしている17）。
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　このように、システム化の際に法制執務のルールを変更したことも立
法作業の効率化につながっていると考えられる。

第3章　まとめ

　韓国法情報システムも基本的には、従来のオーストラリアや日本にお
ける法制執務支援システムと同様に、文字列としての条文を記述する
局面から改廃の局面までを支援するシステムである。ただし、日本とは
異なり、国家的に推進されていて、関係省庁はもちろん、国会や大統領
府にまで組み込まれている点は徹底しており、その点で効率性や利便性
を高めている。さらに、地方自治体からも、このシステムで提供されて
いる立法エディタを無償で利用可能であり、この点についても評価でき

図12　立法エディタ条文編集画面（一部改正）
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る。また、オーストラリアのタスマニア州政府のEnAct18）システム以上
にネットワーク化や統合化などの点においては、技術的に進んでいる部
分もある。
　本調査の結果、e-Legislationを進める中で我々が目指している、条文
の意味情報まで含めた IT化の観点からは、まだ韓国法情報システムも
条文記述を行う前の段階の作業支援や意味的部分の支援が弱いと思われ
る。その点では、我々の研究が進めば、むしろ、韓国に対しても研究成
果をフィードバックすることができ、さらなる発展的な研究協力も期待
できる。
　今後、日本においてもこのようなe-Legislationを推進しようとする際
に、開発や運用において様々な障害が想定される。例えば、韓国では、
韓国法情報システムの開発に当たっては、開発委託会社が立案審査基準
の内容を把握できず、試行錯誤が続いたとのことである。また、導入後
の運用の局面では、各省庁から従来の作業に慣れた職員からの反対も
あったが、システムを利用した法制執務の研修教育を行うことでようや
くシステムの活用が定着したとのことであった。これらは日本でも同様
のことが予想される。
　一方、むしろシステム化の影響で、複雑な法制執務の手続きや法令の
記述テクニックが不要になりつつある事例も現れている。例えば、一応、
立案審査基準には「○○法等

3

の一部改正」の手法がまだ記述されたまま
になっている。たしかに、システム化以前は1つの改正法令案にて複数
の法令を改正することもあったそうである。しかしながら、システム化
以降は国会を含めた手続きが円滑になったため、1つの法令案で複数法
令を同時に審議することはなくなりつつある。
　筆者らの現時点の調査では、韓国法情報システムの問題点はほとんど
見当たらないが、立案審査基準の内容の調査がまだ途中であるので、今
後は、この立案審査基準とも照らして、システムの実装状況が適切なも
のであるか検証を進めていきたいと考えている。
　本報告における各調査項目については、それぞれ、次のようにまとめ
られる。
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◯1システム概要
韓国法情報システムは、国家立法支援システムと韓国法令情報提供
システムの2つのシステムから構成されており、特に立法関わる国
家立法支援システムは立法から公開までの統合法情報システムであ
る。しかしながら、改正の機能を中心としたシステムであり、立法
時の発想支援の部分はシステム化に至っていない。

◯2導入経緯
次の4つの必要性から導入に至った。
・立法過程の改善の必要性
・国民による法へのアクセス改善の必要性
・実務担当者の専門性の欠如を補う必要性
・立法過程の透明化の必要性

◯3システムの詳細
国家立法支援システムは、法令文書の作業フローの支援とその履歴
を管理する機能が実装されたシステムである。法令案を作成するた
めの立法エディタと連動している。これによって立法過程の透明化、
効率化を図っている。

◯4立法エディタの詳細
立法エディタは、法令案の作成時に、法令案自体の記述を支援する
ソフトウェアである。法令案のひな形が提供されるとともに、一部
改正規定の自動生成や新旧対照表自動生成の機能が実装されてい
る。

　今後の課題としては、今回の調査において紹介できなかった詳細部分
には未確認の事項もあり、これらの点についても追跡調査を続けたいと
考えている。特に、2009年以前の立法過程については本システムで遡
及的にフォローされる訳ではないので、従来の問題は残されたままであ
る。この点についても、調査と同時に我々の問題としてもe-Legislation
推進に向けて検討する必要がある。
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　最後に、本調査結果については、我々の推進するe-Legislationのため
の支援ツールの設計や運用にも生かし、さらなる研究・開発の成果に結
び付けたいと考えている。
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によって、法令内の条番号がずれることを防いでいる。
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17）この他にも、字句の改正手法としては、「「A」の次に「B」を加える。」のよう

な字句の追加は行わず、「「A」を「AB」に改める。」のように改める方式にて統

一されている。さらに、「次条」「前条」等の表現は利用せず、必ず「第○条」と

明記することとしている。

18）オーストラリア・タスマニア州政府が運用する州法令の管理システムであり、

次を参照のこと。ティム・アーノルド・ムーア（指宿信，岩川直子訳）「XMLと

立法―法令情報の電子化とXML技術（上）・（下）」法律時報76巻10―11号153―

147頁、140―135頁（2004）。


